
令和８年度さいたま市国民健康保険特定健康診査等受診率向上対策業務 
要求水準書 

 
１ 業務名 

令和８年度さいたま市国民健康保険特定健康診査等受診率向上対策業務 
 
２ 履行期間 

契約締結日から令和９年３月１２日まで 
 

３ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 外 
 

４ 予算の上限額 
３１，７５４，１１８円（消費税及び地方消費税額を含む。） 

 
５ 業務概要 

⑴ 目的 
本業務は、４０歳から７４歳までの国民健康保険加入者への特定健康診査について、

民間事業者が持つ受診勧奨の手法や分析技術により、受診率向上を図るものである。ま

た、３５歳から３９歳までの男性加入者に実施している国保健康診査についても、若い

うちからの生活習慣の改善と健診受診を習慣付けるため、勧奨を実施するものである。 
⑵ 勧奨対象者 

令和８年度さいたま市特定健康診査及び国保健康診査の対象者のうち、分析によっ

て勧奨すべきと思われる者とする。抽出・選定方法は事前に委託者の了解を得ること。 
【参考】 

 ・令和７年４月当初受診券発送件数 

  特定健康診査 １４７，８３８件、国保健康診査 ４，５３６件 

 ・電話番号保有数 ８９，０００件 
 ＳＭＳ対象者数（０７０・０８０・０９０で始まる電話番号） 約４４，０００件 

⑶ 勧奨方法 
受託者が最も効果的で効率的であると考える方法とする。 

なお、文書・電話・ＳＭＳによる受診勧奨を行うことを想定しているが、より効果的・

効率的な実施が期待できる方法であれば、委託者の了解を得た上で、別の方法で実施で

きるものとする。 

詳細については、「６業務内容 ⑵勧奨方法について」で示すとおりとする。 

⑷ 令和６年度の勧奨実績について 

ア 特定健診 

・文書勧奨 延件数：１３３，８６６件 発送回数：３回 



・ＳＭＳ勧奨 延件数：５１，１６９件 配信回数：一人につき最大３回 

イ 国保健診 

 ・文書勧奨 延件数：６２３件 発送回数：１回 

 ・ＳＭＳ勧奨 延件数：３，４７２件 配信回数：一人につき最大２回 

 

６ 業務内容 

さいたま市の特性を理解し、以下に示す業務を実施すること。 

⑴ 事業計画の作成 

契約締結後速やかに事業計画を作成し、委託者の了解を得ること。計画は企画提案し

た内容に基づくものとし、受診勧奨の実施時期、委託者からのデータ提供希望内容及び

時期など詳細なスケジュールを記載すること。 

⑵ 勧奨方法について 

過去の受診結果やレセプト分析等から対象者抽出を実施し、様々な手法によって受

診勧奨を行う。 

ア 文書による勧奨を実施する場合 

（ア） 対象者の属性に応じ内容を変えるなど、効果的な通知内容とする。 

   （イ） 勧奨回数は２回以上とする。 
（ウ） 通知の校正は３回程度行う。 

（エ） 通知の印刷、封入・封緘、発送業務は受託者が実施する。 

（オ） 勧奨通知の送付にかかる郵便料金は委託料に含める。 

   （カ） 勧奨者からの問い合わせに対応するコールセンターを設置する。また、受電番号

は「０１２０」で始まる１０桁のフリーダイヤルとし、対象者の費用負担がない

ようにすること。なお、電話勧奨を行う場合は、架電体制も含む。 
イ 電話による勧奨を実施する場合 

（ア） 受診率を向上させるために効果的な電話勧奨応対内容（トークスクリプト）及び 
基本的な問い合わせ応対内容を含む業務マニュアルを作成する。業務マニュアル 
は、年齢、性別、受診歴、地域等に適した内容とする。 

（イ） 電話回線及び機器は受託者が負担し、用意すること。 
（ウ） 発信番号は「０１２０」で始まる１０桁のフリーダイヤルとし、コールセンター 

等の受電体制も整える。また、架電については番号を通知すること。 
（エ） 架電した対象者からの折り返し連絡先は、原則受託者とする。 

  ウ ＳＭＳによる勧奨を実施する場合 
（ア） 勧奨の文面について、対象者に合わせた効果的な通知内容とする。 
（イ） ＳＭＳの通信環境及び費用については、委託料に含める。 

エ 特定健康診査のｗｅｂ案内ページ 
ｗｅｂ案内ページの作成に当たっては、位置情報が確認できる地図機能や行政区

別の検索機能がある、携帯電話から健診実施医療機関に電話が掛けることができる、

ＳＭＳ勧奨との連携ができるなど、健診の予約につながる要素や、効果が検証できる



要素を取り入れること。 
 ⑶ 業務支援について 

ア 勧奨業務全般への助言 

区役所保険年金課や保健センター等の関係各課と連携して受診率向上を図るため

の勉強会や研修等を行う。 

また、窓口等で配布する啓発や勧奨業務に関する作成物等について、より効果的な

内容とするための助言を行う。 

イ 業務に関する資料作成 

勧奨業務の実施後、対象者の抽出条件や発送件数、実施内容等について、実施 

後速やかに報告書を作成し、委託者へ報告する。報告書は議会資料、交付金の申 

請等に用いることを想定し作成すること。 

ウ 業務報告書の作成 

勧奨業務完了後、勧奨結果の分析及び効果検証を行い、報告書を作成の上、委 

託者へ報告する。 

⑷ 効果分析について 

令和８年度の受診勧奨者について、属性や受診傾向など、適切な評価指標を用いて集

計・分析を行うこと。また、分析資料は職員が理解しやすい内容で作成すること。本事

業における前年度までの課題や分析を踏まえ、次年度以降の受診率向上事業における

有効な施策についての提案も行うこと。 

 
７ その他 

本業務の遂行に係る各種法令等を遵守するほか、「さいたま市契約規則」、「さいたま市

業務委託契約基準約款及び別記・情報セキュリティ特記事項」の規定を遵守することとす

る。 
なお、「仕様書」については、本要求水準書に従って受託者が作成し、委託者へ提出し

た企画提案書を基に、委託者と受託者の協議の上で作成する。 


